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賃上げ支援分について、賃金改善のいくつかのパターンを掲載しています。

賃上げ支援分の申請にあたっての検討の参考としてください。

［注意］

この資料は、交付要綱や資料作成時点で厚生労働省が示す情報をもとに、

島根県が参考として作成するものです。

今後、追加の情報が示され次第、この資料も更新していく予定としています

ので、定期的にご確認ください。

※ あくまで参考資料ですので、詳細は交付要綱等をご確認ください。

［参考］

賃上げ支援分は、令和８年３月１日時点でベースアップ評価料を届け出ている

施設等が対象です（要件の詳細は交付要綱などをご覧ください。）

給付金における「ベースアップ」とは、「基本給又は決まって毎月支払われる

手当の引き上げ。」を指します（定期昇給は除く）。

給付金は、賃金水準や基本給の引き上げに伴い増加する法定福利費の事業主

負担分にも充てることができます。



対象職員５人につき、１２月から、月５,000円／人の賃金改善を実施
(無床診療所で給付金の交付額は１５万円)

R8年６月以降も賃金改善の水準を維持 又は 拡大することが条件

【給付金を充てた額】

5,000円 × ６か月（12月～５月） × ５人 ＝ １5０，０００円

→ 給付金の受領後、実績報告において、賃金改善の結果を報告
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R7年11月末時点の賃金水準



対象職員５人につき、４月（新年度）から、月５,000円／人の賃金改善を実施
加えて、３月に、１２月～３月の４か月分を、一時金などで２０,000円支給
（無床診療所で給付金の交付額は15万円）

R8年６月以降も賃金改善の水準を維持 又は 拡大することが条件

【給付金を充てた額】
５,000円 × ２か月（４・５月） × ５人 ＋ ２０,000円 × ５人 ＝ １5０，０００円

→ 給付金の受領後、実績報告において、賃金改善の結果を報告

【注意】
一時金等で支給できるのは、12月～３月分の４月分について、令和８年３月までに支給する場合

です。４・５月分は必ずベースアップが必要です。

例２
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※一時金等5,000円×４か月分相当　→　

R7年11月末時点の賃金水準



R8年６月以降も賃金改善の水準を維持 又は 拡大することが条件

対象職員５人につき、４月から、月５,000円／人の賃金改善を実施
(無床診療所で給付金の交付額は１５万円)

例３
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【給付金の対象に認められません】

このパターンでは、賃金改善は２か月間のみであり、交付要綱で定める、12月～５月の６か月間

の賃金改善が行われていないため、給付金の対象には認められません。

給付金の対象とするには、例２のように、１２月～３月の４か月分相当を３月までに一時金等で

支払うなどの対応が必要です。
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※一時金等5,500円×４か月分相当　→　

R7年11月末時点の賃金水準

R8年６月以降も賃金改善の水準を維持 又は 拡大することが条件

【給付金を充てた額】

４,000円 × ２か月（４・５月） × ５人 ＋ 22,000円 × ５人 ＝ １５０，０００円

対象職員５人につき、４月から、月４,000円／人の賃金改善を実施

加えて、給付金に残額が生じないよう、３月に、月5,500円相当×４か月分（22,000

円）の一時金を支給(無床診療所で給付金の交付額は１５万円)

例４【確認中です！】

【厚生労働省確認中です】
このパターンは、一時金等の水準は5,500円／月の一方、４月以降のベースアップは

4,000円／月となりますが、賃金改善として認められるかなど、国に確認中です。
しばらくお待ちください。
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250,000円／月

R７年度に既に実施した賃金改善に充てる場合
（交付要綱 別記１ 6 ※の一つ目のパターン）

例５

【給付金を充てることができる部分】

R7.3月の賃金水準から、２％以上の賃金改善を行っている場合、２％を超える部分

に充てることが可能

（例）R7.4月から、３％の賃金改善を実施(25万円×３％＝7,500円／月)

2%を超える１％部分（2,500円／月）に充当可能

※ ただし、余剰が生じる場合、更なる賃金改善に充てることが必要です。


